
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
等
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　

（
環
境
保
全
課
）　

一

　

熊
本
県
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
等
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
号

　
　
　

熊
本
県
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
等
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法

　

律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
等
の

　

登
録
等
に
関
し
、
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
登
録
簿
）

第
二
条　

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
は
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
り
行

　

う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
の
登
録
は
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
り
行

　

う
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
は
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
り
行
う

　

も
の
と
す
る
。

　

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿
閲
覧
所
等
）

第
三
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿（
以
下「
登
録
簿
」と
い
う
。
）

　

を
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
簿

　

閲
覧
所
（
以
下
「
閲
覧
所
」
と
い
う
。
）
を
環
境
生
活
部
環
境
保
全
課
内
に
置
く
。

　

（
閲
覧
時
間
）

第
四
条　

登
録
簿
の
閲
覧
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除

　

く
。
）
と
す
る
。

　

（
閲
覧
所
の
定
期
休
日
）

第
五
条　

閲
覧
所
の
定
期
休
日
は
、
熊
本
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
熊
本
県
条
例
第
十
号
）

　

第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。

　

（
閲
覧
所
の
臨
時
休
日
等
）

第
六
条　

知
事
は
、
登
録
簿
の
整
理
そ
の
他
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
臨
時
に
休
日
を
設
け
、
又
は
閲
覧
時

　

間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
閲
覧
所
に
掲
示
す

　

る
も
の
と
す
る
。

　

（
持
出
禁
止
）

第
七
条　

登
録
簿
は
、
こ
れ
を
閲
覧
所
の
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

（
閲
覧
の
停
止
等
）

第
八
条　

知
事
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
閲
覧
を
停
止
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

こ
の
規
則
又
は
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者

　

二　

登
録
簿
を
汚
損
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

三　

他
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

　

（
廃
業
等
の
届
出
）

第
九
条　

法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
業
等
の
届
出
は
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

　

る
。

　

（
準
用
）

第
十
条　

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
並

　

び
に
、
法
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
つ
い
て
準
用
す

　

る
。

　

（
身
分
証
明
書
）

第
十
一
条　

法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
も
の

　

と
す
る
。
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